
第２回浜松市中央卸売市場の今後のあり方研究会

日時 平成 30 年 12 月 18 日（火）
午前１０時～

会場 中央卸売市場

3階中会議室

次     第

1 開  会

2 あいさつ

3 協議事項
(1)中央卸売市場業務条例改正の方針について

(2) その他

4 閉  会
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改正卸売市場法に係る業務条例との比較と現状

改正卸売市場法 浜松市中央卸売市場業務条例 浜松市中央卸売市場業務条例別表・規則・要綱等 申請の有無 現状 条例改正の方向性

①売買取引の方法の公表 （売買取引の方法）

公平・効率的な取引が行われるよう、せり売・入札・相対取引
といった「売買取引の方法」を定め、公表する。

第４１条　卸売業者は、市場において行う卸売りについては、次の各号に掲げる
物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならな
い。

（１）別表第１に掲げる物品　せり売又は入札の方法

（２）別表第２に掲げる物品　毎日の卸売予定数量のうち市長が定める割合に
相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分については
せり売若しくは入札の方法又は相対取引

（３）別表第３に掲げる物品　せり売若しくは入札の方法又は相対取引

第４１条第２項　相対取引申請
・せり物品を相対取引する場合、申請による。

【規則第４８条：相対取引の承認の申
請】
【規則第４９条：予約相対取引の承認の
申請等】
【規則第５０条：せり開始時刻前の相対
取引の承認の申請】

【相対売又は定価売の方法による卸売
承認要綱】
【予約相対取引承認要綱】

無

・別表第１の１００％せり売物品を相対取引している
事例有。（水産物部の浜名湖産カキ）

・卸・仲卸ともに、せり・相対物品のせり開始前需要
が大手量販店から要求されている。

・申請書の提出は０件

②差別的取扱の禁止 （差別的な取扱いの禁止等）

集荷面で全ての生産者が公平に扱われ、分荷面でも全ての
仲卸業者・売買参加者が公平に扱われるよう、「差別的取扱
い」を禁止する

第４４条　卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、仲卸業者又
は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

・特に、苦情はないが、卸は、仲卸の直荷引きの実
態を指摘している。また、仲卸は、卸の集荷力の悪
さを指摘している。

・買受量の多い仲卸、買参と少ないでは、卸売価格
に差が出ている。

②差別的取扱の禁止：現行条例設定済

③受託拒否の禁止
生産者にとって確実な出荷先を確保できるよう、中央卸売市
場については、生産者から販売委託の申込があった場合に、
正当な理由がある場合を除き、卸売業者による「受託拒否」を
禁止する

２　卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場
における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由が
なければ、その引受けを拒んではならない。

・出荷者が出荷した物品に「有害な物品等」該当の
み。この場合は、市保健所の指導を受けている。

③受託拒否の禁止：現行条例に加えて、農水省令第６条の事項を追加して改正
　 農水省令第６条(受託拒否の正当な理由)法第4条第5項の表の5の項の農林水産省令で定め
る正当な理由がある場合は、次のとおりとする。1.販売の委託の申込があった生鮮食料品等が食
品衛生上有害である場合他6項目

④代金決済ルールの策定・公表
生産者が出荷した農産物の代金が早期かつ確実に回収され
るよう、「代金決済ルール」を定め、これを公表する

第６１条（仕切り及び送金）
卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした
翌日までに、卸売物品の合計額に消費税を乗じ、委託手数料を差し引いた仕
切金額と仕切書を送付しなければならない。

第６５条（買受代金の即時支払義務）
仲卸、売買参加者が卸から買受けた物品の引渡しと同時に支払わなければな
らない。

・卸から出荷者への支払いは翌日。

・仲卸、買参からの支払いは４日又は５日で、市場
代金決済機関の利用。

　　青果　3者　　　水産　1者

④代金決済ルールの策定・公表：現行条例設定済

⑤取引条件の公表
⑥取引結果の公表
卸売市場における取引の透明性を高めるよう、「取引条件（数
量・価格、委託手数料・各種奨励金等）」を公表する

第５８条（卸売予定数量等の報告）
卸売業者は、規則で定めるところにより、毎開場日、品目ごとの数量及び主要
産地を報告。

第５８条第２項
卸売業者は、当日卸売をした物品の品目ごとの数量、産地及び卸売金額の高
値、中値、安値を報告。

第５９条（卸売業者による卸売予定数量等の公表）
卸売業者は、毎開場日、第５８条第２項の卸売金額等を卸売場に公表するこ
と。

第６０条（開設者による卸売予定数量等の公表）
開設者（市長）は、卸売業者からの報告に対し、卸売金額等を卸売場に公表し
なければならない。

【規則第６１条（卸売予定数量等の報
告）】
・予定数量：販売開始３０分前まで（卸
売場）

・当日卸売価格：販売終了後直ちに（卸
売場、開設者あて）

有

・取引条件の公表は、新規。今後、改正条例を市
場ホームページにアップ。

・取引結果の公表は、現行条例で規定あり。
・卸売予定数量及び当日の卸売価格等、毎開場日
の午後３時までに、青果部・水産物部せり場内モニ
ターに公表している。

　手数料他
　月単位で公表
　公表は、ホームページで

⑤取引条件の公表：卸売市場法第4条認定において必要不可欠のため
   卸売市場法第4条(中央卸売市場の認定)卸売市場であって、第5項各号に掲げる要件に適合し
ているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる

⑥取引結果の公表：現行条例に加えて、
　　公表方法：インターネット上での公表を条例化
　　卸売業者：農水省令第5条における公表を条例化
　　　　　　　　　農水省令第5条(卸売業者による売買取引の条件の公表)法第4条第5項第5号
　　　　　　　　　の表の4の項の規定による公表は、次に掲げる事項について、インターネットの
　　　　　　　　　利用その他の適切な方法により行わなければならない。1.営業日及び営業時間
　　　　　　　　　2.取扱品目他4項目

条例（別表規定）
【最低せり割合等要綱】
青果部：７０％せり売又は入札の方法
水産物部：５０％せり売又は入札の方法

【H29総取扱数量に係るせり割合実績】
・せり売、入札　：　青果部２割　　水産物部１割

・相対取引　　　：　青果部５割　　水産物部６割

・第三者販売　：　　青果部３割　　水産物部３割

公表方法：市場HP（予定）

①売買取引の方法の公表：取引実態に合わせて改正
　　　　　　　　　　　　　　　　　＊詳細については、市場関係者と調整



改正卸売市場法に係る業務条例との比較と現状

改正卸売市場法 浜松市中央卸売市場業務条例 浜松市中央卸売市場業務条例別表・規則・要綱等 申請の有無 現状 条例改正の方向性

⑦その他取引条件 （卸売の相手方の制限）

・第三者販売の原則禁止
卸売業者は、市場内の仲卸業者、売買参加者以外に卸売を
してはならない

第４５条　卸売業者は、市場における卸売の業務について、仲卸業者及び売
買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれ
かに該当する場合は、この限りでない。

・卸業者にとって、毎日の委託集荷を全量さばけな
い。
・残品を仲卸業者、売買参加者は買いきれない。

第三者販売の原則禁止：廃止
・提出書類の削減により事務処理の軽減及び経費削減
・ただし、開設者が確認するため、販売先リスト(年度当初・随時)及び実績報告書を求める
＊詳細については、市場関係者と調整

（１）　次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が市場の仲卸業者及
び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したと
き。

ア　市場における入荷量が著しく多い
イ　卸売をした後残品が生じた場合
ウ　出荷者の事情で卸売市場に出荷されることが困難である物品の卸売をす
る場合

【仲卸業者及び売買参加者以外の者に
対する卸売許可要綱】

ア：仲卸、買参の通常買受数量８０％以
内
イ：残品のすべて
ウ：品目ごと当日上場の１０％以内

（２）市場間連携契約によるもの
（３）新商品開発契約によるもの
（４）輸出に関する契約によるもの

【市場間連携に関する卸売承認要綱】
【新商品開発に関する卸売承認要綱】 無

（市場外にある物品の卸売の禁止）

・商物一致の原則
卸売業者は、市場内にある生鮮食料品等以外の卸売をして
はならない

第４７条　卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物
品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す
る場合は、この限りでない。

仲卸の目利きによる生鮮食料品の消費者への販売

*市場外指定場所からの卸売の現状を把握できて
いない。

(1) 開設区域内において市長が指定する場所（法第３９条第１号の規定により
農林水産大臣が指定した場所を含む。）にある物品の卸売をするとき。

【規則第５４条第１項（市場外保管場所
の指定の申請等）】
　条例第４７条第１項第１号の規定によ
り市長の指定を受けようとする者は、市
場外保管場所指定申請書（第４４号様
式）を市長に提出しなければならない。

有

・青果部該当なし

・水産物部１３か所
１．開設区域内（浜松市内）：７か所
２．開設区域周辺（浜松市外）：６か所

(2) 仲卸業者、売買参加者との締結契約に基づく物品
(3) 電子商取引する取引物品

【規則第５４条第３項～５項（市場外保
管場所の指定の申請等）】

無 ・事例なし

（仲卸業者の業務の規制）

・直荷引きの原則禁止
仲卸業者は、市場内の卸売業者以外から買い入れて販売し
てはならない 第５４条　仲卸業者は、市場内においては、その許可に係る取扱品目の部類に

属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。
・事例なし

２　仲卸業者は、卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただ
し、市場内卸売業者から買入れが困難なものを市場外から買入れ販売する場
合は、次の各号による。
（１）仲卸業者として市長の許可を受けているもの
（２）市場間連携締結によるもの
（３）新商品開拓契約によるもの
（４）輸出契約によるもの

【規則第５８条（卸売業者以外の者から
買入れの許可の基準）】
・卸売業者が取扱物品の卸売をしてい
ない。
・卸売が仲卸業者の需要を十分充たし
ていない。
・卸売業者からの買入れが仲卸業者に
とって不利益である。

無

①青果部(１１社)：申請、報告なし。

②水産物部(８社)：申請、報告なし。

【規則第５１条第１項】：　条例第４５条
第２項の許可申請書は、卸売許可申請
書（第３８号様式）とする。

有

・申請件数
青果部：158,224件　水産物部：246,811件　合
計：405,035件
・1日当たり1,540件（平成29年度開場日：263日）

【H２９年度実績】
青果部　総取扱数量：105,180トン
第三者販売：31,101トン　約３０％（29.57％）

水産物部　総取扱数量：25,605トン
第三者販売：6,895トン　約３０％（26.65％）

商物一致の原則：廃止
・提出書類の削減により事務処理の軽減及び経費削減
・ただし、開設者がチェック機能を果たすため必要なときに報告を求める
＊詳細については、市場関係者と調整

直荷引きの原則禁止：廃止
・提出書類の削減により事務処理の軽減及び経費削減
・ただし、直荷使用料捕捉のため実績報告書を求める
＊詳細については、市場関係者と調整



H30.12.18第２回 あり方研究会

卸売市場法改正に伴う取引ルールについて

●市場関係者と協議し、市場ごとに定める取引ルール

◇第三者販売の原則禁止

◇商物一致の原則

◇直荷引きの原則禁止

○開設者の考え方 

 ◆共通ルール以外のルールは規定しない。 

【理 由】

 １．卸売市場法の改正は、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品

等の公正な取引環境の確保により生産者の所得の向上と消費者ニーズへの

的確な対応を図ることを目的としている。

 ２．卸売市場の活性化には、流通の自由化による効率的な輸送、コスト削減

が必要である。

 ３．市民ニーズに応えるため、新鮮で安全な生鮮食料品等を全国、世界各地

から受け入れ、一般消費者へ届ける必要がある。

 ４．市場取引の自由度を高め、すべてにおいてロスを軽減することが重要。

 ５．市場取引は、取引事業者間で調整することが大変重要であり、開設者が

市場取引の規制をすることは、取引参加者の裁量を侵害することになる。

以上



平成 30 年 12 月 18 日 

第２回あり方研究会意見書 

団体名             

卸売市場法改正の方針説明を受けて、開設者の考え方に対してご意見がある方は、

１２月２８日(金) までに管理事務所までご提出ください。 










